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使用済プラスチック製品の拠点回収の開始 

別紙資料  有 ・ 無                    

 

◆アピールポイント 

プラスチックごみの分別回収全面実施に向けた取組の第一歩とし

て、市内 49 箇所を拠点に「使用済プラスチック製品の回収」を開始

します。 

◆日時・期間 令和６年５月１日（水）～ 

◆場所 各区役所など 49 箇所の公共施設  

◆内容など 

１ 趣旨 

静岡市では、プラスチックごみ（※）の処理方法を、近年のプラスチッ

クリサイクルに関する社会的要請（脱炭素社会・循環型社会の構築）やリ

サイクル技術の進展を踏まえ、現行の「発電焼却の方法」から「最もＣＯ

２削減効果の高いリサイクルシステム」への転換を目指しています。 

現在、市民が排出する全てのプラスチックごみを処理できる施設が市内

にないため、令和 10 年（2028 年）度以降のプラスチック分別回収全面

実施に向けて、施設の誘致を含めた検討を行っています。 

今回の取組は、プラスチックごみの分別回収全面実施までの間に、より

多くの市民の皆さんに分別や資源循環について考え、共感を持っていただ

くため、リサイクルしやすい品目に対象を絞り、実施するものです。 

（※）プラスチック製容器包装及び使用済プラスチック製品 

 

２ 内容 

（１）回収の対象 

リサイクルのしやすさ、分かりやすさなどを考慮し、１００％がプ

ラスチック素材で出来た製品（バケツ、じょうろ、ハンガーなど）14

品目に限定して実施します。 

（２）回収拠点 

市庁舎（３区役所、長田支所など）や公共施設（各生涯学習施設、図

書館など）、全 49 箇所に回収 BOX を設置します 

最寄りの回収拠点は、市 HP やごみ分別アプリ「ごみナビ」で案内

します。 

（３）リサイクルまでの流れ 

回収拠点に集められたプラスチックは、委託業者が回収し、清掃工

場内の保管場所で一時保管します。その後、市内の中間処理業者を経

由してリサイクル業者へ引き渡します。 
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